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例１

例２

・家屋被害があり、区が臨時に災害廃棄物の集積所を指定したときに報告してください。

・集積する災害廃棄物は、①燃やすごみ（生ごみを除く）②燃やさないごみ ③畳 ④家電製品 ⑤タイヤ(所有者不明のもの)です。

・集積所は、収集車両(4ｔダンプ車)の出入り可能な場所に限ります。

・路上を集積場として指定することは出来ません。

【様式３の問合せ先】 但東振興局　市民福祉課　２１－９０３３

◆◆公民館前の〇〇広場 但東町△△　100番地 ①　② 区の共有地

令和

電話番号 ―　　

但東振興局　FAX 54-1005

臨時に集積所を設置した
広場等の名称

所在地（住所）№

但東 区名 区 長 名

〔様式3〕災害廃棄物　地区の集積所（臨時）指定報告書

△△駐車場 但東町〇〇　120番地 ①　②　③　④　⑤

集積する廃棄物の種類の番号 備　　　　　考

〇〇氏所有の民地


